
中央区分別収集計画（第１１期）の策定について

１ 主な内容

一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、資源の有効活用を促進することを目的として、区民、
事業者、区が連携し一体となって取り組むべき基本的事項と具体的方策を定める。また、プラスチックに係る資源循環の促進等
に関する法律（令和３年法律第６０号）第６条の規定に基づき、プラスチック使用製品廃棄物（以下「製品プラスチック」と
いう。）の分別収集及び再商品化に努めることが区市町村に求められていることから、製品プラスチックも本計画の対象とする。

１

（１）基本的方向

ア 区民、事業者、区がそれぞれの役割を認識し、相互に協力・連携を図り、循環型社会の形成を目指す。

イ 「もったいない」という意識を啓発し、ごみの発生抑制、再使用、リサイクルを推進する。

ウ 多様なリサイクルシステムを構築することにより、資源回収の促進を図る。

（２）計画期間

令和８年度から令和１２年度まで

（３）対象品目

スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、

プラスチック製容器包装（発泡スチロール製食品トレイを含む。）、製品プラスチック

☞ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号）第８条の規定に
基づき、３年ごとに５年を一期とする「中央区分別収集計画」を策定した。
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（４）容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出見込量及び回収計画量

容器包装廃棄物
及び

製品プラスチック※

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

排出量
(うち製品プラスチック)

15,599t
（―）

16,371t
（―）

16,943t
（―）

18,995t
（1,470t）

19,601t
(1,503t)

回収量
(うち製品プラスチック)

7,968t
（―）

8,443t
（―）

8,821t
（―）

10,679t
（1,470t）

11,101t
(1,503t)

※ 製品プラスチックについては令和11年度から分別収集を予定

（５）容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出の抑制を促進するための方策に関する事項

ア 区民に対する意識啓発

イ 事業所に対する意識啓発

ウ 資源回収の拡大

2 根拠法規

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

３ 中央区分別収集計画

別紙のとおり

４ 策定年月

令和７年８月




























